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総 務 常 任 委 員 会 記 録

令和２年８月１８日（火曜日）

午後 ５時００分 開議

〇我妻委員長 ただいまから総務常任委員会を開会いたします。

なお、阿戸委員におかれましては、少々遅れるという連絡が入っております。

審査に入ります前に、去る７月１日付の人事異動に伴い、議会事務局職員並びに理事者

の異動がありましたので、まずは議会事務局職員の自己紹介をさせます。

〇田中議事課長 議事課長の田中 隆一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

〇我妻委員長 続きまして、理事者から自己紹介を受けたいと思います。

〇安田事務局次長 西いぶり広域連合事務局次長の安田 智樹と申します。共同電算室長

及び総務課長の事務取扱をしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

〇鈴木総務課主幹 西いぶり広域連合総務課主幹の鈴木でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。

〇我妻委員長 それでは、所管事項の審査を行います。

広域連合の運営に関する事項について理事者の報告を求めます。

〇青山広域連合長 本日は、新中間処理施設整備・運営事業の事業者選定結果につきまし

て、日鉄エンジニアリンググループに決定いたしましたことをここに御報告を申し上げま

す。

決定に至りました経緯についてでございますが、お手元に配付してございますように、

本日西いぶり広域連合新中間処理施設整備・運営事業者選定委員会におきまして最終審査

が行われ、技術審査の結果、審査項目である設計・建設工事及び運営・維持管理、事業計

画、いずれの要件も全て満たしていること、また入札価格についても上限額を超えていな

いことなどから、日鉄エンジニアリンググループを落札候補者とする選定結果報告をいた

だいたところであります。

これを受けて、当広域連合の６市町長で構成いたします関係市町協議会におきまして施

設の安全性や事業収支などについて慎重に検討を行った結果、この選定結果報告の趣旨を

十分尊重し、決定したところでございます。

なお、落札事業者決定の詳細につきましては事務局より説明させますので、よろしくお

願いいたします。

説明は以上でございます。

〇稲場総務課主幹 それでは、新中間処理施設整備・運営事業の事業者選定結果について

の詳細について説明させていただきます。

資料につきましては、本日お配りした資料１と事前に送付させていただきました資料１

―参考資料がございますが、本日の説明につきましては資料１のほうでさせていただきま

す。
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まず、１の審査結果についてです。（１）としまして、入札参加資格の審査でございま

す。今年の４月１日までに１グループから入札参加表明書の提出があり、広域連合による

審査の結果、資格を有する旨を確認しましたことから、応募者にその旨を書面で通知して

おります。なお、提案書等の公平かつ厳正な審査のため、応募者の企業名を選定委員に伏

せる必要がありましたことから、応募者名をさくらグループとしております。

続いて、（２）基礎審査についてです。入札参加資格審査に合格しましたさくらグループ

から提案書の提出があり、基礎審査の結果、全ての条件を満たすことを確認したため、さ

くらグループにその旨を書面で通知しております。

続いて、（３）技術審査の結果についてでございます。設計・建設工事及び運営・維持管

理に関する配点３１点に対しまして、さくらグループの得点は２０．６７点、事業計画に関

する配点２９点に対しまして、さくらグループの得点は１９．６７点となっており、さくら

グループの技術審査の得点の合計は、配点６０点に対しまして４０．３４点となっており

ます。

続いて、（４）入札価格の審査についてでございます。さくらグループの入札価格は、税

抜きになりますけれども、３３０億９，０００万円で、予定価格の３３０億９，１００万円

を下回っております。そのうち、建設費が１９４億８，７００万円、運営費が１３６億３０

０万円となっており、運営費の上限額１５０億１，８００万円を下回っております。入札

価格が予定価格及び運営費上限額を下回っていたことと入札参加者が１者だったことから、

さくらグループの入札価格の得点は満点の４０点となっております。

続いて、（５）総合評価についてです。技術審査の得点が４０．３４点、入札価格の得点

が４０点ですので、さくらグループの合計得点は１００点満点中８０．３４点となってお

ります。

次に、２の選定結果についてです。ただいま御説明した結果から、事業者選定委員会は

さくらグループを落札候補者として選定いたしました。そして、その後の市町協議会にお

きまして、選定委員会の結果を踏まえましてさくらグループを落札者として決定しており

ます。落札者となったさくらグループの入札参加者の名称は、日鉄エンジニアリンググル

ープでございます。

（１）の企業グループの構成としては、まず代表企業が日鉄エンジニアリング株式会社

北海道支店室蘭営業所となります。また、構成員、これは運営を行う特別目的会社への出

資者を指しますが、これのうち、建築物の設計・建設、プラントの設計・建設及び施設の運

営・維持管理を行う者として代表企業である日鉄エンジニアリング株式会社、もう一者の

構成員は施設の運営・維持管理を行う者としまして日鉄環境プラントソリューションズ株

式会社となっております。そして、協力企業のうち、建築物の設計・建設を行う者が大成建

設株式会社札幌支店、藤川建設株式会社、東海建設株式会社及び須藤建設株式会社となっ

ており、焼却灰の運搬を行う者が株式会社三川となっております。

裏面を御覧いただきたいと思います。３の今後のスケジュール（予定）についてです。９
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月に審査講評の公表を予定しております。審査講評といいますのは、今回御報告している

ものをもう少し詳細な内容としまして、さらに本日の選定委員会での意見等を加えたもの

となりまして、公表は西いぶり広域連合のホームページで行う予定としております。その

後、９月中に基本協定の締結、１０月には基本契約及び仮契約の締結、そして１１月に本

契約の締結を予定しておりまして、その後１２月から設計の開始を予定しております。そ

して、令和６年９月に施設の完成、同年１０月からの供用開始を目指しております。

最後の表１につきましては、技術審査の項目ごとのそれぞれの得点を記載しております

ので、後ほど御覧いただければと思います。

説明は以上でございます。

〇我妻委員長 それでは、質疑を行います。質疑ありませんか。

〇小久保委員 まず、決まったことについては了解をいたしましたが、１グループだけと

いうことなので、比較ができないので、ある面私たちも判断がつかないというのが正直な

ところです。頂いた資料でいくと、あえて言えば技術審査が６０点満点のうち４０．３４と

いうことで、細かい点も今お配りをいただきましたから、個々にお伺いをしていけばどこが

足りなかったのかは分かるのかもしれませんが、今はそこまで質問するつもりはありませ

んけれども、総じてこの点数が妥当なのかどうかというよりも、実際的にはどこが足りな

かったのか、またどこがよかったのか、その点についてこの際お聞かせいただきたいなとい

うふうに思いますが、いかがでしょうか。

〇稲場総務課主幹 技術審査の評価につきまして、どこがよかったのか、どこが足りなか

ったのかという御質問でございますけれども、まず選定委員会の評価が高かったところで

ございますけれども、裏面の表１を御覧いただきたいのですが、大項目としまして設計・建

設工事及び運営・維持管理のところでございますが、そこの（１）の安全・安心を確保しと

書いたところの中項目の中の小項目で言いますとイの配置動線計画、これ屋外配置動線と

屋内配置動線がございますけれども、この２点に関しましては配点に関する得点が７割５

分を超えていますので、評価が高いと言えるところかなと思います。あと評価が高いとこ

ろといたしましては、同じ設計・建設工事のところの（２）の地球環境保全に貢献しと書い

てあるところのウの環境学習計画の見学者対応のところです。ここの部分も評価としては

高かったというところがございます。あと、その下の（３）エネルギー有効利用等に優れる

施設というところのアのエネルギー有効活用の発電効率のところ、ここの部分に関しまし

ても全体の中で高かったところでございます。あと高いところとしましては、大項目では

事業計画になりますけれども、（４）地域貢献、この項目は２つありますけれども、これも

どちらも高いところでございます。

あと、逆にこの中では低かったところでいきますと、大項目で設計・建設工事のところの

中項目で見ますと（１）のところですが、ウの施設の安全性のところです。ここがほかのと

ころと比べると若干評価が低いというところでございます。あと低かったところでいきま

すと、中項目（３）エネルギー有効利用のところのイの最終処分量の低減です。ここが今、
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ガス化溶融で灰がそんなに出ないのですけれども、ストーカになりますので、灰が出るとい

うことで処分量がどうしても増えてしまうというところで少し評価が低いというのがあっ

たところでございます。

主なところでは以上です。

〇小久保委員 それとあと、これまでのスケジュールの中で対面的対話というのがござい

ました。要求水準書に対して事業者側で様々な提案がなされているということが分かりま

した。その中で、例えばコストについて下げられるので、こうしたらどうですかというよう

な提案に対して、結果それは例えば新しい技術であれば要求水準書のほうにということで

採用しないというような答えになっているところが幾つか見受けられました。そういった

点で考えたときに、この質問に対して回答をするまでの間というのはどんなプロセスでど

んな判断の中で行われたのか、つぶさには結構なのですが、どのような手続の中で判断を

していったのか、その辺についてお聞かせいただきたいと思います。

〇稲場総務課主幹 対面的対話の回答に至るプロセスでございますけれども、まず広域連

合のほうで今の施設の運営状況や新施設の要求水準の中身もありますので、それを踏まえ

た上で案を作成しました。今、選定支援業務を委託している廃棄物コンサルタントおりま

すので、そこにまた相談をしながら、案を知見をいただきながら練っている。つくった案を

さらに、全国都市清掃会議のほうにも支援いただいていますので、またちょっと違った視

点から知見をいただいて再度作成するというのを基本プロセスとしてやっております。

以上でございます。

〇小久保委員 様々な知見というか、専門的な助言をいただきながら判断をしているのだ

ろうなと思いましたが、例えばエネルギーの回収型廃棄物処理施設の仕様の中でのＤＣＳ

について、ＰＬＣ計装システムのほうが優れているというような話があって、そのことにつ

いては自己診断機能が搭載されていることを条件に提案を可としている。ある面自己診断

機能が搭載されることによってコストが上がるのではないかとか、また例えば整備点検の

ところでしょうか、１か月に１回の整備点検、初年度については月２回、２４回ということ

が求められていて、これは同じ轍を踏まないという点では正しいのかもしれないのですが、

ただ１年で判断できるような話ではないのかなと。であれば、通常の定期点検の月１回で

３年間ぐらいしっかりと見て判断していくということで、１年の中で密に検査を行ったか

らといって性能が満たされないことが分かるということではないのではないかなと。単に

数字を上げればいいということではなくて、上げれば逆にコストが上がっていくのではな

いかと、そんなことがちょっと感じられたのですが、様々いろいろあるのですが、そういっ

た点を今おっしゃった専門的な知見の中でどう判断されたのかなというところもあったの

です。いかがでしょうか。

〇稲場総務課主幹 整備点検の頻度の件でございますけれども、今、委員おっしゃったこ

とはもちろん当たっている面はございますし、当然のところもあるのですけれども、どんな

炉でも、今回はストーカですので実績は十分なのですけれども、新しく造って立ち上げて
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いくときの初年度というのは非常にいろんなことが起こります。なので、かなり密にチェッ

クをしていかないと、気がつくと本来いくべき路線から少しずつずれていくということも

ございますので、１年目については非常にしっかりやっていく必要があるというのも知見

いただきながら判断したところでございまして、あとＤＣＳ、ＰＬＣの自己診断機能でご

ざいますけれども、値段だけ見ますとＰＬＣは非常に安価なものになっていますけれども、

自己診断機能がないとか、そういう性能が落ちる部分もありますので、それを補う形でや

ってもＤＣＳよりは少し下がるということで判断して回答書を作ったところでございます。

以上でございます。

〇小久保委員 これで最後にしますが、今のお答えを聞けばそうなのかなというふうに思

います。ただ、今後この決定後、様々なコスト削減に向けて、要求水準書は水準書であるの

ですが、あまりにも私たちが同じ轍を踏まないということの中でかなり厳しくしてきてい

るところがあるのではないか。そのことによって余計なコストを払う必要が出てきている

のではないか。そんな思いがあって、ですから実際の設計、また建設に当たってはそういっ

た点をもう少し柔軟に対応して、ちゃんと前回の間違いを二度と繰り返さないという点は

当然忘れることはできないのですが、コストが変に上がらないようにしていただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇我妻委員長 要望でよろしいですか。

〇小久保委員 はい。

〇大髙委員 今回の入札は、総合評価一般競争入札ということで、１者しかないというこ

とは非常に残念です。入札の在り方に問題はなかったのかとか、いろいろとあると思うの

ですが、それで技術審査に関してなのですが、今回この事業というのは、事業概要でエネル

ギー回収型ということでうたってあります。そういった中で、技術審査の配点の部分なの

ですけれども、大項目の設計から中項目にいきまして、（３）のエネルギーです。これ２

点、２点で配点がちょっと低いなというふうに私感じております。そういった中で、事業計

画の中項目の（２）、（３）、６点、６点で配点が随分と高くなっております。こういった

配点の決め方というのでしょうか、どういったことだったのか。

それと、一番大事なことは、今回資料を頂きました本審査の中の５ページに書かれてい

るところで、審査の視点というのがあるのです。ここに、３０年間にわたる施設の使用を前

提とした維持管理、この部分が技術審査の中でどこを見れば表れてくるのか、ここが私た

ち一番心配するところなのです。３０年、もしくは４０年という形で施設がもっていただ

きたいというふうに私たちは願うところでありますけれども、この辺をお尋ねしたいとい

うふうに思います。

〇稲場総務課主幹 まず、技術審査の配点の考え方についてでございますけれども、資料

１の裏の表１を見ていただいて分かるように、大体２点の項目が多くて、あと高くなって

いるところは４点とか６点とかいうのがございまして、審査の項目をあまりに減らしてし

まうと細かな評価もできませんので、一応項目としては絞ったのですけれども、２０項目
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ぐらいということで挙げていまして、それで満点が一応６０点ですので、平均すると３点。

３点つけると全部３点になってしまうので、一応めり張りをつけて、低いところは２点。そ

れ以外で基本的にこの事業で重視するところ、先ほど６点のところあるという話がござい

ましたけれども、特に現施設の完成となりますと事業収支計画ですとかリスク管理、その

辺は非常に連合としましても重視しておりますので、配点が高めというところはありまし

た。基本的にはそういうことで、この事業として重視するところの配点を高くして、あと例

えば配置動線計画も５点と高いのですけれども、これに関しましてはこの事業の敷地が非

常に狭いという事情もございますので、そのような事業の特殊性を踏まえて配点について

は考えているところでございます。

先ほどの審査の視点で３０年間使えるというところはどの辺に反映されているのだとい

う御質問でございますけれども、基本的にはそれもこの施設の完成を踏まえてなのですが、

今、契約が終わる年で特にいろいろ直しますという話が出てきていますので、非常に課題

になっていると認識しておりますので、そういうことが起こらないように、この契約期間

内で終わってすぐに大きな工事が、大規模な改修とかが起こらないように、まず５年間は

大規模改修が起こらないようにして、そこから３０年まで使えるような施設ということで、

そういった審査の視点になっております。項目としましては、基本的には事業収支計画の

中に補修費とか入ってきますので、その辺りで反映されることになるかなということで考

えております。

以上でございます。

〇大髙委員 今の御説明の中で、事業概要、エネルギー回収ということで、私は随分点数

が低いのだなと思って見ておりました。それで、６点の関係も今御説明いただきましたの

で分かるのですが、一番大事なのは３０年間、３０年以上この建物を維持管理できるのだ

というところが私たちが最も関心のあるところだと思うのです。そこの部分をもう少し技

術審査の中にきちっと盛り込んでいかないとまずかったのでないのかなと私は思うのです。

今の説明でどうなのかなと。ここに書いてあるとおり、これは期待しますしか書いていませ

んので、もう少ししっかりとしたものを書いていただければ私たちも納得できたのかなと

いうふうに思います。その辺今後に向けてしっかりと取り組んでいただければなというふ

うに思います。

〇我妻委員長 要望でよろしいですか。

〇大髙委員 はい。

〇五十嵐委員 私も同じようなことになるのかもしれません。１者だということが比較で

きず残念な形だなというふうに思っておりますが、手続を踏んで決めてきたことに対して

は特に問題というか、指摘することではございませんが、２０項目近い中でいろいろ配点

がされていて、その中で６点、５点というのは選定する側として重点を置いているという

のは当然分かるわけでございますので、その部分の実際の配点の中に占める評価の点数が

どれぐらいの高さにいくのかというのがとても重要だと思うのです。
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その中で見てみますと、６点の部分でも６０％を満たしていないという点数です。審査

の基準として、特に優れていれば満点をもらえて、５割、半分の得点で優れているという評

価になっています。その途中が中間ということで７割５分という形なのですけれども、全

体の技術のほうだけでいいのですが、６０点の合計の中でトータルで３０点を取れば５割

を満たしているので、これは優れているという、トータルですけれども、評価になるのです

が、もともと設定する中で何点が合格ラインで、１者だから無理やり決めたとは言いませ

んが、４０．３４が決定するに値する得点なのかどうか、私素人なので分からなかったもの

ですから、その辺が本当に優れていて大丈夫だという点なのかどうかが、ちょっと低いの

ではないかなという気がしたものですから、その辺の評価といいますか、分かりやすくもう

少し説明していただきたいなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。

〇我妻委員長 ６点のところの６０％を超えているか、超えていないかのところの説明も

含めてお願いします。

〇稲場総務課主幹 まず、最初のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの評価がありまして、Ｃ、５０点で優

れているということになっております。ちょっと説明不足していて申し訳ありませんでし

た。極端な言い方しますと、この前に資料で説明した基礎審査というのをやっています。基

礎審査に合格しているということは、基本的に要求水準を全て満たしているということで

すので、その時点で我々の求めている数字には達しているというのがまずございます。そ

れにプラスアルファして、どれぐらいの提案をいろいろしてきてくれているのかというこ

とで、プラスの評価ということでＥから始まってＤ、Ｃ、Ｂ、Ａと上がってくるというとこ

ろがございますので、仮に少し点数が低くても求めている数字に達していないということ

では全くないと、そこをまず前提に頭に置いていただければと思います。

あと、６０点満点に対して４０点なのですけれども、それが高いのか、低いのかというと

ころでございますけれども、比較の対象としまして同じようなごみ処理施設で１者の入札

の事例を調べてみました。今回価格のほうの点数が４０点で技術審査が６０点ということ

で、ほかの事例も大体この割合が多いです。総合点で調べてみたのですが、今回８０．３４

となっておりますけれども、事例としまして多い例としましては７５点から八十二、三点

の中に大体収まっております。中には９０点近い例もありますし、６０点切っている例も

ございます。ですので、近年の事例から見ますと、ほかの施設の１者で入札をした合格点と

ほぼ同水準ということが言えるのかなというふうに考えております。

以上でございます。

〇我妻委員長 ほかに質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇我妻委員長 それでは、以上で質疑を終了いたします。

これをもちまして総務常任委員会を散会いたします。

午後 ５時２７分 散会
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